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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を電気的に撮影し、得られた画像データを記憶媒体に記憶する撮影モードと、該
記憶された画像を再生表示する再生モードとを有する撮像装置であって、
　撮影モードにおいては撮影する画像の画角を、再生モードにおいては表示する画像の倍
率をユーザが指示するための画角変更手段と、
　撮影モードにおいて、前記画角変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された第１
の閾値を超えるまで前記操作開始直前の前記画像の画角を維持し、前記第１の閾値を超え
た場合には前記操作量に応じて前記画像の画角を変更し、再生モードにおいて、前記画角
変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された前記第１の閾値よりも大きい第２の閾
値を超えるまでは当該操作開始直前の前記画像の倍率を維持し、前記第２の閾値を超えた
場合には前記操作量に応じて前記画像の倍率を変更するように制御する制御手段と、
　前記撮影モードにおいて前記制御手段により変更された画角で得られる被写体画像を表
示手段に表示し、前記再生モードにおいて前記制御手段により変更された倍率で再生画像
を表示手段に表示するように制御する表示制御手段と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記再生モードにおいて、前記操作量が予め設定された時間内に前記
第２の閾値を超えない場合に、前記第２の閾値よりも大きい、第３の閾値を超えるまで前
記操作開始直前の前記画像の倍率を維持することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置



(2) JP 4401804 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記再生モードにおいて、前記操作量が前記第２の閾値を超えるか、
または前記画角変更手段の操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操作
開始直前の前記画像の倍率を維持することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮影モードにおいて、前記操作量が予め設定された時間内に前記
第１の閾値を超えない場合に、前記第１の閾値よりも大きい第４の閾値を超えるまで前記
操作開始直前の前記画像の画角を維持することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記撮影モードにおいて、前記操作量が前記第１の閾値を超えるか、
または前記画角変更手段の操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操作
開始直前の前記画像の画角を維持することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の撮像装置。
【請求項６】
　ズームレンズと、
　前記ズームレンズを駆動するための、前記画角変更手段であるズームリングの回転量を
検出するリング回転検出手段とを更に有し、
　前記操作量は、前記ズームリングの回転量であることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記画角変更手段は、中心位置から双方向に操作可能な操作部材であって、前記操作量
は前記画角変更手段の中心位置からの操作幅であることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記再生モードにおいて、前記表示手段上の表示画像の拡大を指示する拡大指示手段と
、
　前記再生モードにおいて、前記表示手段上の表示画像の縮小を指示する縮小指示手段と
を更に有し、
　前記表示手段は、前記再生モードにおいて、１画面に１枚の画像を表示する第１の表示
方法と、１画面に複数枚の画像を表示する第２の表示方法により表示可能であり、
　前記拡大指示手段が操作された時に、第２の表示方法による表示がされている場合には
前記第１の表示方法に切り換えて再生画像の表示を行い、それ以外の場合には最大倍率を
限度として、指示された倍率に変更して再生画像を表示し、
　前記縮小指示手段が操作された時に、第１の表示方法により等倍で表示がされている場
合には前記第２の表示方法に切り換えて表示を行い、それ以外の場合には、等倍を限度と
して、指示された倍率に変更して再生画像を表示することを特徴とする請求項１乃至７の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記表示手段は、前記再生モードにおいて、１画面に１枚の画像を表示する第１の表示
方法と、１画面に複数枚の画像を表示する第２の表示方法により表示可能であり、
　前記再生モードにおいて前記画角変更手段により倍率の拡大が指示され、前記表示手段
に前記第２の表示方法で表示がされている場合に、前記制御手段は、前記画角変更手段の
操作量が第５の閾値よりも小さいときには、前記第２の表示方法による表示を維持し、前
記第５の閾値を超えたときには第１の表示方法に変更し、
　再生モードにおいて前記画角変更手段により倍率の縮小が指示され、前記表示手段に前
記第１の表示方法により等倍で表示がされている場合に、前記制御手段は、前記画角変更
手段の操作量が前記第５の閾値よりも小さいときには、前記操作開始直前の前記画像の倍
率を維持し、前記第５の閾値を超えたときには第２の表示方法に変更し、
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　前記第５の閾値は、前記再生モードにおける前記第２の閾値とは異なる値であることを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記操作量が予め設定された時間内に前記第５の閾値を超えない場合
に、前記第５の閾値よりも大きい第６の閾値を超えるまで前記操作開始直前の前記画像の
画角を維持することを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記操作量が前記第５の閾値を超えるか、または前記画角変更手段の
操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操作開始直前の前記画像の画角
を維持することを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　被写体を電気的に撮影し、得られた画像データを記憶媒体に記憶する撮影モードと、該
記憶された画像を再生表示する再生モードとを有し、撮影モードにおいては撮影する画像
の画角を、再生モードにおいては表示する画像の倍率を設定するための画角変更手段と、
表示手段とを有する撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像装置の動作モードを判定する判定工程と、
　前記画角変更手段の操作状態を検出する検出工程と、
　撮影モードにおいて、前記画角変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された第１
の閾値を超えるまで前記操作開始直前の前記画像の画角を維持し、前記第１の閾値を超え
た場合には前記操作量に応じて前記画像の画角を変更し、再生モードにおいて、前記画角
変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された前記第１の閾値よりも大きい第２の閾
値を超えるまで前記操作開始直前の前記画像の画角を維持し、前記第２の閾値を超えた場
合には前記操作量に応じて前記画像の倍率を変更するように制御する制御工程と、
　前記撮影モードにおいて前記制御工程において変更された画角で得られる被写体画像を
表示手段に表示し、前記再生モードにおいて前記制御工程において変更された倍率で前記
表示手段に再生画像を表示する表示工程と
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　前記制御工程では、前記再生モードにおいて、前記操作量が予め設定された時間内に前
記第２の閾値を超えない場合に、前記第２の閾値よりも大きい、第３の閾値を超えるまで
前記操作開始直前の前記画像の倍率を維持することを特徴とする請求項１２に記載の制御
方法。
【請求項１４】
　前記制御工程では、前記再生モードにおいて、前記操作量が前記第２の閾値を超えるか
、または前記画角変更手段の操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操
作開始直前の前記画像の倍率を維持することを特徴とする請求項１２に記載の制御方法。
【請求項１５】
　前記制御工程では、前記撮影モードにおいて、前記操作量が予め設定された時間内に前
記第１の閾値を超えない場合に、前記第１の閾値よりも大きい第４の閾値を超えるまで前
記操作開始直前の前記画像の画角を維持することを特徴とする請求項１２乃至１４のいず
れか１項に記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記制御工程では、前記撮影モードにおいて、前記操作量が前記第１の閾値を超えるか
、または前記画角変更手段の操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操
作開始直前の前記画像の画角を維持することを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか
１項に記載の制御方法。
【請求項１７】
　前記撮像装置はズームレンズと、
　前記ズームレンズを駆動するための、前記画角変更手段であるズームリングの回転量を
検出するリング回転検出手段とを更に有し、
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　前記操作量は、前記ズームリングの回転量であることを特徴とする請求項１２乃至１６
のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記画角変更手段は、中心位置から双方向に操作可能な操作部材であって、前記操作量
は前記画角変更手段の中心位置からの操作幅であることを特徴とする請求項１２乃至１６
のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１９】
　前記撮像装置は、前記再生モードにおいて、前記表示工程上の表示画像の拡大を指示す
る拡大指示手段と、前記再生モードにおいて、前記表示工程上の表示画像の縮小を指示す
る縮小指示手段とを更に有し、前記表示手段は、前記再生モードにおいて、１画面に１枚
の画像を表示する第１の表示方法と、１画面に複数枚の画像を表示する第２の表示方法に
より表示可能であって、
　前記拡大指示手段が操作された時に、第２の表示方法による表示がされている場合には
前記第１の表示方法に切り換えて再生画像の表示を行い、それ以外の場合には最大倍率を
限度として、指示された倍率に変更して再生画像を表示する工程と、
　前記縮小指示手段が操作された時に、第１の表示方法により等倍で表示がされている場
合には前記第２の表示方法に切り換えて表示を行い、それ以外の場合には、等倍を限度と
して、指示された倍率に変更して再生画像を表示する工程と
　を更に有することを特徴とする請求項１２乃至１８のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項２０】
　前記表示手段は、前記再生モードにおいて、１画面に１枚の画像を表示する第１の表示
方法と、１画面に複数枚の画像を表示する第２の表示方法により表示可能であって、
　前記再生モードにおいて前記画角変更手段により倍率の拡大が指示され、前記表示工程
において前記第２の表示方法で表示がされている場合に、前記制御工程では、前記画角変
更手段の操作量が第５の閾値よりも小さい場合に、前記第２の表示方法による表示を維持
し、前記第５の閾値を超えたときには第１の表示方法に変更する工程と、
　再生モードにおいて前記画角変更手段により倍率の縮小が指示され、前記表示工程にお
いて前記第１の表示方法により等倍で表示がされている場合に、前記画角変更手段の操作
量が前記第５の閾値よりも小さいときには、前記制御工程では前記操作開始直前の前記画
像の倍率を維持し、前記第５の閾値を超えたときには第２の表示方法に変更する工程とを
更に有し、
　前記第５の閾値は、前記再生モードにおける前記第２の閾値とは異なる値であることを
特徴とする請求項１２乃至１８のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項２１】
　前記制御工程では、前記操作量が予め設定された時間内に前記第５の閾値を超えない場
合に、前記第５の閾値よりも大きい第６の閾値を超えるまで前記操作開始直前の前記画像
の倍率を維持することを特徴とする請求項２０に記載の制御方法。
【請求項２２】
　前記制御工程では、前記操作量が前記第５の閾値を超えるか、または前記画角変更手段
の操作継続時間が予め設定された時間を経過するまで、前記操作開始直前の前記画像の倍
率を維持することを特徴とする請求項２０に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静止画像や動画像を撮像、記録、再生する撮像装置及びその制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、操作モードとして撮影モード及び再生モードを有する撮像装置において、撮影モ
ードでのズーム機能と、再生モードでの画像拡大再生・拡大倍率変更を同一の操作部材に
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割り当てているものがある。具体的には、再生モードにおいて、ズーム操作部材をテレ側
に操作した場合には、表示画像の拡大倍率を上げ、ズーム操作部材をワイド側に操作した
場合には、表示画像の拡大倍率を下げる。このように、ユーザが、撮影時にズーム操作を
行う感覚で再生画像拡大指示操作を行うことができるため、感覚的に理解しやすいユーザ
ーインターフェースとなっている。
【０００３】
　また、再生モードで画像表示が等倍表示である状態で、ズームがワイド側に移動するよ
うにズーム操作部材を操作した場合には、縮小した画像を一画面に複数表示し、表示させ
たい画像を選択することができるマルチ画像再生機能が提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３０８４９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　撮影モードにおけるズーム動作では、ユーザ操作に対して素早い反応が要求され、かつ
ズーム位置の微調整が可能であり、ユーザ操作に敏感に反応しなければならない。一方、
再生モードでの画像再生中に、誤ってズーム操作部材に手が触れてしまった場合に、撮影
モードでのズーム動作と同様の素早い反応を行うと、画像再生中にユーザが意図しない拡
大動作を行ってしまうため、ユーザにとっては不快な表示動作をしてしまうこととなる。
このように、撮影モードでのズーム動作と同様の敏感な反応を再生モードでも行うと、再
生モードにおいてユーザにとって快適なユーザーインターフェースが提供できないという
第一の課題があった。
【０００６】
　また、再生モードにおいてマルチ画像再生を行う場合には、複数の記録画像を記録媒体
から読み込み、表示するため、処理時間が長くなる。従って、誤ってズーム操作部材に手
が触れてしまった場合に、マルチ画像再生処理を行う間、ユーザ操作が受け付けられなく
なってしまうという第二の課題があった。
【０００７】
　さらに、ズーム操作部材としてズームリングを割り当てた場合、テレ方向、ワイド方向
を誤って回転させてしまうユーザが多く、画像表示が等倍表示の状態で誤ってワイド方向
に回転させてしまった場合や、拡大表示の状態から大きくワイド方向に回転させてしまっ
た場合に、ユーザの意図に反してマルチ画像再生処理に遷移してしまい、処理が完了する
までユーザが待たされてしまうという第三の課題があった。
【０００８】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、操作モードに応じた画像拡大及び縮
小表示制御を行うことにより、撮像装置の操作性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、被写体を電気的に撮影し、得られた画像データを記憶媒体
に記憶する撮影モードと、該記憶された画像を再生表示する再生モードとを有する本発明
の撮像装置は、撮影モードにおいては撮影する画像の画角を、再生モードにおいては表示
する画像の倍率をユーザが指示するための画角変更手段と、撮影モードにおいて、前記画
角変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された第１の閾値を超えるまで前記操作開
始直前の前記画像の画角を維持し、前記第１の閾値を超えた場合には前記操作量に応じて
前記画像の画角を変更し、再生モードにおいて、前記画角変更手段の操作開始から、操作
量が予め設定された前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値を超えるまでは当該操作開始
直前の前記画像の倍率を維持し、前記第２の閾値を超えた場合には前記操作量に応じて前
記画像の倍率を変更するように制御する制御手段と、前記撮影モードにおいて前記制御手
段により変更された画角で得られる被写体画像を表示手段に表示し、前記再生モードにお
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いて前記制御手段により変更された倍率で再生画像を表示手段に表示するように制御する
表示制御手段とを有する。
【００１０】
　また、被写体を電気的に撮影し、得られた画像データを記憶媒体に記憶する撮影モード
と、該記憶された画像を再生表示する再生モードとを有し、撮影モードにおいては撮影す
る画像の画角を、再生モードにおいては表示する画像の倍率を設定するための画角変更手
段と、表示手段とを有する撮像装置の本発明の制御方法は、前記撮像装置の動作モードを
判定する判定工程と、前記画角変更手段の操作状態を検出する検出工程と、撮影モードに
おいて、前記画角変更手段の操作開始から、操作量が予め設定された第１の閾値を超える
まで前記操作開始直前の前記画像の画角を維持し、前記第１の閾値を超えた場合には前記
操作量に応じて前記画像の画角を変更し、再生モードにおいて、前記画角変更手段の操作
開始から、操作量が予め設定された前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値を超えるまで
前記操作開始直前の前記画像の画角を維持し、前記第２の閾値を超えた場合には前記操作
量に応じて前記画像の倍率を変更するように制御する制御工程と、前記撮影モードにおい
て前記制御工程において変更された画角で得られる被写体画像を表示手段に表示し、前記
再生モードにおいて前記制御工程において変更された倍率で前記表示手段に再生画像を表
示する表示工程とを有する。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成によれば、操作モードに応じて画像拡大及び縮小表示制御を行うので、撮像装
置の操作性を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただ
し、本形態において例示される構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは、
本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明
がそれらの例示に限定されるものではない。
【００１３】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態における画像処理装置の構成を示す図である。
【００１４】
　図１において、１００は本実施の形態における画像処理装置である。画像処理装置１０
０は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯端末（カメラ付き携帯電
話を含む）の何れであってもよい。実施の形態では、画像処理装置１００がデジタルカメ
ラである場合を説明する。
【００１５】
　画像処理装置１００内において、１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備えるシャッタ
ー、１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナログ信号出
力をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１６】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にそれぞれクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御部２２及びシステム制御部５
０により制御される。
【００１７】
　２０は画像処理部であり、Ａ／Ｄ変換器１６からの画像データ或いはメモリ制御部２２
からの画像データに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。また、画像処理部２
０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行い、得ら
れた演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御部４０及び測距制御部４２に対し
て、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のオートフォーカス（ＡＦ）処理、自動露出（Ａ
Ｅ）処理、フラッシュプリ発光（ＥＦ）処理を行っている。さらに、画像処理部２０は、
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Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演
算結果に基づいてＴＴＬ方式のオートホワイトバランス（ＡＷＢ）処理も行っている。
【００１８】
　２２はメモリ制御部であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理部
２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮伸長部３２を制御する
。Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データは、画像処理部２０、メモリ制御部２２を
介して、或いはメモリ制御部２２のみを介して、画像表示メモリ２４或いはメモリ３０に
書き込まれる。
【００１９】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＬＣＤ（Liquid Crystal Display
）等を有する画像表示部である。画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データ
はＤ／Ａ変換器２６を介して画像表示部２８に表示される。
【００２０】
　画像表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ファインダ機能を
実現することが可能である。なお、画像表示部２８は、システム制御部５０の指示により
表示のＯＮ又はＯＦＦが可能である。画像表示部２８の表示をＯＦＦにした場合、画像処
理装置１００の電力消費を大幅に低減することができる。また、画像表示部２８は、合焦
、手振れ、フラッシュ充電、シャッタースピード、絞り値、露出補正等に関する情報をシ
ステム制御部５０からの指示に従って表示する。
【００２１】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに充分な記憶容量を備えている。これにより、複数枚の
静止画像を連続して撮影する連写やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の画像をメモ
リ３０に書き込むことができる。また、メモリ３０はシステム制御部５０の作業領域とし
ても使用することが可能である。
【００２２】
　３２はメモリ３０から読み出した画像データを所定の画像圧縮方法（適応離散コサイン
変換（ＡＤＣＴ）等）に従って画像圧縮し、画像圧縮された画像データをメモリ３０に書
き込む機能及びメモリ３０から読み出した画像データを伸長し、伸長した画像データをメ
モリ３０に書き込む機能を有する圧縮伸長部である。
【００２３】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御部であり、フラッシュ４８
と連携することによりフラッシュ調光機能も有するものである。４２は撮影レンズ１０の
フォーカシングを制御する測距制御部、４４は撮影レンズ１０のズーミングを制御するズ
ーム制御部、１０２はエンコーダを内臓するズームリングであり、ズームリングの回転に
よりパルス信号を出力する。４６はズームリング１０２の回転変化量を検出するリング回
転センサであり、ズームリングのエンコーダからの出力信号により回転方向、回転角度を
検出する。４８はフラッシュであり、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有す
る。露光制御部４０及び測距制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されており、上述の通
り、Ａ／Ｄ変換器１６からの画像データを画像処理部２０によって演算した演算結果に基
づき、システム制御部５０が露光制御部４０及び測距制御部４２を制御する。
【００２４】
　５０は画像処理装置１００全体を制御するシステム制御部であり、５２はシステム制御
部５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。
【００２５】
　５４はシステム制御部５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用い
て動作状態やメッセージ等をユーザに報知する、表示装置やスピーカー等の通知部であり
、画像処理装置１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置される。
例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。また、通知部５
４は、その一部の機能が光学ファインダ１０４内に設置されている。
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【００２６】
　通知部５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、シングルショット／
連写撮影表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮
影可能枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示
、赤目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示
、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示
、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付け・時刻表示等がある。
【００２７】
　また、通知部５４の表示内容のうち、光学ファインダー１０４内に表示するものとして
は、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値
表示、露出補正表示等がある。
【００２８】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００２９】
　６０、６２、６４、６６、６８及び７０は、システム制御部５０の各種の動作指示を入
力するための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポイ
ンティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００３０】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００３１】
　６０はモードダイアルスイッチで、電源オフ、自動撮影モード、撮影モード、パノラマ
撮影モード、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モー
ドを切り替え設定することができる。
【００３２】
　６２はシャッタースイッチＳＷ１で、不図示のシャッターボタンの操作途中でＯＮとな
り、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバ
ランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作開始を指示する。
【００３３】
　６４はシャッタースイッチＳＷ２で、不図示のシャッターボタンの操作完了でＯＮとな
り、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御部２２を介してメ
モリ３０に画像データを書き込む露光処理、画像処理部２０やメモリ制御部２２での演算
を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮伸長部３２で画像圧縮を
行い、記録媒体２００或いは２１０に画像データを書き込む記録処理という一連の処理の
動作開始を指示する。
【００３４】
　６６は拡大再生スイッチで、再生画像をＪＰＥＧ伸長し、拡大再生を行うことができる
。また、マルチ再生モード中には選択された画像の全画面表示を行う。
【００３５】
　６８はマルチ再生スイッチで、再生画像の拡大倍率を下げて表示する。また、画像の等
倍表示中には、マルチ再生モードに遷移し、複数画像のサムネイルを１画面に表示するこ
とができる。
【００３６】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部で、メニューボタン、セットボタン
、マクロ／非マクロ切り替えボタン、マルチ画面再生改ページボタン、画面表示ＯＮ／Ｏ
ＦＦボタン、クイックレビューＯＮ／ＯＦＦボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連写
／セルフタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（
マイナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像－（マイナス）ボタン、
撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設定ボタン等がある。
【００３７】
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　８０は電源制御部で、電池検出回路、ＤＣ－ＣＤコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量
の検出を行い、検出結果及びシステム制御部５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータ
を制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。
【００３８】
　８２、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電
池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる電源である。
【００３９】
　９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェース、９２
及び９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタ、９８はコ
ネクタ９２及び或いは９６に記録媒体２００或いは２１０が装着されているか否かを検知
する記録媒体検知部である。
【００４０】
　尚、本実施の形態では記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタを２系統持つ
ものとして説明している。勿論、記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタは、
単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規格のイ
ンタフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としてもよい。
【００４１】
　インタフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシュ（
登録商標）カード等の規格に準拠したものを用いて構成することが可能である。インタフ
ェース９０及び９４、そしてコネクタ９２及び９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦカード等
の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカードやモデムカード、ＵＳＢカー
ド、ＩＥＥＥ１３９４カード、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩカード、ＰＨＳ等の通信カー
ド、等の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機
器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことができる。
【００４２】
　１０４は光学ファインダであり、画像表示部２８による電子ファインダ機能を使用する
こと無しに、光学ファインダのみを用いて撮影を行うことが可能である。また、光学ファ
インダ１０４内には、通知部５４の一部の機能、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フ
ラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示等が設置されて
いる。
【００４３】
　１１０は通信部で、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳＩ
、モデム、ＬＡＮ、無線通信等の各種通信機能を有する。
【００４４】
　１１２は通信部１１０により画像処理装置１００を他の機器と接続するコネクタ或いは
無線通信の場合はアンテナである。
【００４５】
　２００及び２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２０
０及び２１０は、それぞれ半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２及
び２１２と、画像処理装置１００とのインタフェース２０４及び２１４と、画像処理装置
１００と接続を行うコネクタ２０６及び２１６とを備えている。
【００４６】
　次に、本第１の実施形態における上記構成を有する画像処理装置１００の動作について
、図１乃至図５を参照して説明する。
【００４７】
　図２は本第１の実施形態の撮影モードにおけるズーム処理の全体動作を示すフローチャ
ートである。
【００４８】
　ステップＳ２０１において、リング回転センサ４６はズームリング１０２のエンコーダ
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からのパルス信号出力を検出することで、ズームリング１０２の回転開始を検出する。ズ
ームリング１０２の回転開始を検出したら、ステップＳ２０２においてズームリング１０
２の回転方向がテレ方向（ズームイン）か、ワイド方向（ズームアウト）かを判断し、テ
レ方向の場合にはステップＳ２０３に進んでズーム位置がテレ端であるかどうか判定し、
ワイド方向の場合にはステップＳ２０４に進んでズーム位置がワイド端であるかどうかを
判定する。
【００４９】
　ズーム位置がテレ端またはワイド端の場合はステップＳ２０１に戻り、テレ端またはワ
イド端でなければ、ステップＳ２０５に進んで、ズーム駆動を開始するかどうかの判定を
行う。
【００５０】
　図３は、ステップＳ２０５で行われるズーム駆動判定処理の詳細を示すフローチャート
である。
【００５１】
　まずステップＳ３０１において、ズーム駆動フラグをＯＦＦに初期化し、次にステップ
Ｓ３０２において、ズームリング１０２の回転開始からの回転角度が予め決められた基準
回転角度Ｒ１を超えたかどうかを判断し、超えた場合にはズーム駆動を開始するものとし
て、ステップＳ３０３でズーム駆動フラグをＯＮにする。なお、撮影モードにおけるズー
ム動作では、シャッタチャンスを逃さないようにするためにユーザ操作に対して素早い反
応が要求され、ユーザ操作に敏感に反応する必要があるため、基準回転角度Ｒ１を微小値
に設定しておくことが好ましい。一方、ズームリング１０２の回転開始からの回転角度が
基準回転角度Ｒ１を超える前に（ステップＳ３０２でＮＯ）ズームリング１０２の回転が
停止された場合（ステップＳ３０４でＹＥＳ）には、ズームを駆動しないものとして、ス
テップＳ３０１で設定したズーム駆動フラグの状態のままにする（即ち、ＯＦＦ）。
【００５２】
　上述したステップＳ２０５におけるズーム駆動判定処理の結果、駆動開始条件を満たし
た場合、即ち、ズーム駆動フラグがＯＮの場合には（ステップＳ２０６でＹＥＳ）、ステ
ップＳ２０７でズームリング１０２の回転方向を判断し、テレ方向の場合にはステップＳ
２０８に進んでテレ方向にズーム位置を移動し、ワイド方向の場合にはステップＳ２０９
に進んでワイド方向にズーム位置を移動する。なお、ステップＳ２０８またはＳ２０９で
は、ズーム駆動フラグがＯＮになった時から（即ち、基準回転角度Ｒ１に達した時から）
の回転動作に応じてズーム位置を移動する。
【００５３】
　ステップＳ２０６で、駆動開始条件を満たしていない場合、即ち、ズーム駆動フラグが
ＯＦＦの場合には、ズーム駆動を行わずにステップＳ２０１に戻る。
【００５４】
　ズーム駆動中にズームリング１０２の回転停止を検出した場合（ステップＳ２１０でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ２１２でズーム駆動を停止させる。ズームリング１０２の回転が
停止せずに（ステップＳ２１０でＮＯ）、ズーム位置がテレ端またはワイド端に達した場
合（ステップＳ２１１でＹＥＳ）にもステップＳ２１２に進んでズーム駆動を停止させる
。
【００５５】
　図４は本第１の実施形態の再生モードにおける拡大再生処理の全体動作を示すフローチ
ャートである。
【００５６】
　まず、ステップＳ４０１において、拡大表示スイッチ６６、マルチ再生スイッチ６８、
ズームリング１０２のいずれかの操作が行われたかを検出する。操作が検出されるとステ
ップＳ４０２に進み、どの操作が検出されたかを判断する。ここではまず、拡大表示スイ
ッチ６６及びマルチ再生スイッチ６８による画像再生・拡大再生・マルチ画像再生切替処
理を説明する。
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【００５７】
　ステップＳ４０２で拡大表示スイッチ６６の操作を検出した場合、ステップＳ４１２に
進んでマルチ画像再生中であるかどうかを判断する。マルチ画像再生中では無く、単一画
像表示中の場合はステップＳ４１３に進み、表示されている画像の倍率が最大であるかを
判断する。最大倍率であれば、これ以上の拡大表示はできないので、ステップＳ４０１に
戻る。一方、最大ではない場合、ステップＳ４１５において再生画像のJPEG伸長処理を行
い、拡大表示を行う。また、ステップＳ４１２においてマルチ画像再生中であると判断さ
れると、表示されている複数画像の内、選択中の画像を等倍で表示する。
【００５８】
　また、ステップＳ４０２においてマルチ再生スイッチ６８の操作を検出した場合、ステ
ップＳ４１６に進んでマルチ画像再生中であるかどうかを判断する。マルチ画像再生中で
あれば、表示の変更を行わずにそのままステップＳ４０１に戻る。一方、マルチ画像再生
中では無く、単一画像表示中の場合はステップＳ４１７に進み、表示されている画像の倍
率が等倍であるかを判断する。等倍であれば、ステップＳ４１９に進んでマルチ画像再生
を行い、等倍でなければ拡大再生中であるので、ステップＳ４１８において拡大倍率を下
げて単一画像表示を行う。
【００５９】
　次に、ズームリング１０２による画像再生・拡大再生切替処理を説明する。
【００６０】
　ステップＳ４０２でズームリング１０２の操作を検出した場合、ステップＳ４０３に進
んでマルチ画像再生中であるかどうかを判断する。マルチ画像再生中であれば、表示の変
更を行わずにそのままステップＳ４０１に戻る。即ち、ズームリング１０２の操作による
マルチ画像再生表示から単一画像表示への表示変更は行わない。
【００６１】
　一方、マルチ画像再生中でなければ（つまり、単一画像表示中であれば）、ステップＳ
４０４に進み、ズームリング１０２の回転方向を判断する。テレ方向の場合にはステップ
Ｓ４０５に進んで表示されている画像のズーム倍率が最大であるかどうか判定し、最大倍
率でなければステップＳ４０７に進み、最大倍率であればこれ以上の拡大はできないので
、ステップＳ４０１に戻る。一方、ワイド方向の場合にはステップＳ４０６に進んでズー
ム倍率が等倍であるかどうかを判定し、等倍でなければステップＳ４０７に進み、等倍の
場合にはステップＳ４０１に戻る。このように、ズームリング１０２の操作による単一画
像表示からマルチ画像再生表示への表示変更は行わない。
【００６２】
　ステップＳ４０７では、拡大再生判定処理を行う。ここで、図５を参照して、本第１の
実施形態における拡大再生判定処理について説明する。
【００６３】
　まず、ステップＳ５０１において、拡大再生フラグをＯＦＦに初期化し、ステップＳ５
０２でズームリング１０２の回転開始からの時間を計測する監視タイマをスタートする。
次にステップＳ５０３において、ズームリング１０２の回転角度が予め決められた基準回
転角度Ｒ２を超えたかどうか判断し、超えた場合（ステップＳ５０３でＹＥＳ）に、拡大
再生を行うものとして拡大再生フラグをＯＮに設定する（ステップＳ５０５）。
【００６４】
　なお、再生モードにおいて拡大判定処理に用いる基準回転角度Ｒ２は、撮影モードにお
いてズーム駆動判定処理に用いる基準回転角度Ｒ１よりも大きく設定する。これは、上述
したように、撮影モードにおけるズーム動作ではユーザ操作に敏感に反応する必要がある
のに対し、再生モードでは記録済みの画像を再生するので、撮影時と比べてユーザ操作に
敏感に反応する必要性が低く、逆に、撮影モードと同様の素早い反応を行うと、例えば誤
ってズームリングに触れた場合などに、画像再生中にユーザが意図しない拡大動作を行っ
てしまい、ユーザにとっては不快な表示動作となってしまうことがあるためである。従っ
て、Ｒ２をＲ１よりも大きい値に設定しておくことで、撮影モード時に比べてズーム動作
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を開始するまでのズームリング１０２の駆動量を大きくすることができるので、誤ってズ
ームリング１０２を動かしてしまった場合など、ユーザが意図しないズーム動作を行って
しまう可能性を軽減することができる。
【００６５】
　一方、ズームリング１０２の回転角度がＲ２以下の場合には（ステップＳ５０３でＮＯ
）、ステップＳ５０４においてズームリング１０２の回転が停止されたかどうかを判断し
、停止していない場合にはステップＳ５０７で監視タイマが予め決められたタイムアウト
時間Ｔ１を超えていないかどうかを判断し、Ｔ１内であればステップＳ５０３に戻って回
転角度の判定を繰り返す。一方、ズームリング１０２の回転開始からタイムアウト時間Ｔ
１内に回転角度が基準回転角度Ｒ２を超えず（ステップＳ５０３でＮＯ）、更にズームリ
ング１０２の回転が停止された場合には（ステップＳ５０４でＹＥＳ）、ステップＳ５０
６で監視タイマを停止した後、拡大再生判定処理を終了する。これにより、ステップＳ５
０１で設定された拡大再生フラグがＯＦＦのままとなる。
【００６６】
　また、ズームリング１０２の回転が続いている場合、回転開始からタイムアウト時間Ｔ
１内にズームリング回転角度が基準回転角度Ｒ２に達しなかった場合（ステップＳ５０７
でＹＥＳ）であっても、ズームリング１０２の回転角度が別の基準回転角度Ｒ３を超える
まで回転され続けていれば（ステップＳ５０９でＮＯ、ステップＳ５０８でＹＥＳ）には
、ステップＳ５１０で拡大再生を行うものとして拡大再生フラグをＯＮに設定し、ステッ
プＳ５０６で監視タイマを停止した後、拡大再生判定処理を終了する。
【００６７】
　なお、基準回転角度Ｒ３は基準回転角度Ｒ２よりも大きく設定する。
【００６８】
　一方、ズームリング１０２の回転角度がＲ３を超えないまま（ステップＳ５０８でＮＯ
）、回転が停止された場合には（ステップＳ５０９でＹＥＳ）、ステップＳ５０６に進ん
で監視タイマを停止した後、拡大再生判定処理を終了する。これにより、ステップＳ５０
１で設定された拡大再生フラグがＯＦＦのままとなり、拡大再生は行われない。
【００６９】
　上述したステップＳ４０７における拡大再生判定処理の結果、駆動開始条件を満たして
いない場合（ステップＳ４０８でＮＯ）、即ち、拡大再生フラグがＯＦＦの場合には、拡
大再生を行わずにステップＳ４０１に戻る。
【００７０】
　一方、駆動開始条件を満たした場合、即ち、拡大再生フラグがＯＮの場合には（ステッ
プＳ４０８でＹＥＳ）、ステップＳ４０９でズームリング１０２の回転方向を判断し、テ
レ方向の場合にはステップＳ４１０に進んで再生画像のJPEG伸長処理を行い、拡大表示を
行い、ワイド方向の場合にはステップＳ４１１に進んで拡大倍率を下げて単一画像表示を
行う。なお、ステップＳ４１０またはＳ４１１では、ズーム駆動フラグがＯＮになった時
から（即ち、基準回転角度Ｒ２またはＲ３に達した時から）の回転動作に応じて拡大倍率
を決める。
【００７１】
　ステップＳ４１０またはＳ４１１の後はステップＳ４０４に戻り、上述した処理を繰り
返す。これにより、ズームリング１０２を更にテレ方向に動かした結果、拡大倍率が最大
になった場合、更にワイド方向に動かした結果、拡大倍率が等倍になった場合、及び、ズ
ームリング１０２の回転が停止した場合には、拡大再生処理を停止してステップＳ４０１
に戻ることになる。
【００７２】
　上記の通り本第１の実施形態によれば、撮影モードにおいては、ズームリング１０２の
基準回転角度Ｒ１を微小な値とすることにより、ズームリング１０２の回転に対して、即
座にズームの駆動を開始することができる。同時に、再生モードにおいては、回転角度を
一定角速度（Ｒ２／Ｔ１、Ｒ２＞Ｒ１）以上で回転させた場合、及び、角速度は遅くても
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大きく（回転角度＞Ｒ３）回転させた場合に、拡大再生を行うと判定することで、誤って
ズームリングに触れた場合等に、ユーザが意図しない拡大再生を行ってしまう可能性を軽
減することが可能となる。
【００７３】
　また、再生モードにおいて、マルチ画像再生表示から単一画像再生表示への遷移及び単
一画像再生表示からマルチ画像再生表示への遷移を専用スイッチ操作で行い、ズームリン
グ操作では行えないようにすることで、ズームリングの誤操作によりマルチ画像再生処理
を行ってしまうことを防止できる。
【００７４】
　なお、上記第１の実施形態においては、撮影モードでの判定ロジック（図３）と、再生
モードでの判定ロジック（図５）が別のものとして説明を行ったが、同一の判定ロジック
を使用し、基準回転角度、監視タイマ値として各モード毎にそれぞれ別の値を使用するこ
とも有効である。
【００７５】
　また、上記第１の実施形態においては、撮影モードでもズームリングの回転角度に応じ
たズーム駆動の有無の制御を行ったが、撮影モードにおいては当該動作を行わないように
しても良い。
【００７６】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００７７】
　図６は、本発明の第２の実施形態における画像処理装置の構成を示す図である。図６に
おいて、図１と同様の構成には同じ参照番号を付し、ここでは説明を省略する。
【００７８】
　１０５は中心位置から左右双方向に操作可能な、ズーム操作、拡大再生、縮小再生、マ
ルチ画像再生操作を行うズームレバーであり、操作量によってＡ／Ｄ変換器１０６におけ
る電圧値が変動し、変動した電圧値をシステム制御部５０に通知する。ズームレバー１０
５及びＡ／Ｄ変換器１０６は、図１に示した拡大表示スイッチ６６、マルチ再生スイッチ
６７、ズームリング１０２、リング回転センサの代わりに設けられている。システム制御
部５０は、Ａ／Ｄ変換器１０６から通知される電圧値に基づいて処理制御を行う。なお、
ズームレバー１０５の操作可能範囲は、中心位置を０として、－Ａから＋Ａの範囲とする
。
【００７９】
　次に、本第２の実施形態における図６の示す構成を有する画像処理装置１００’の動作
について、図６乃至図１１を参照して説明する。
【００８０】
　図７は本第２の実施形態の撮影モードにおけるズーム処理の全体動作を示すフローチャ
ートである。
【００８１】
　ステップＳ７０１において、システム制御部５０はＡ／Ｄ変換部１０６からの電圧値に
基づいて、ズームレバー１０５の操作開始を検出する。ズームレバー１０５の操作開始を
検出したら、ステップＳ７０２においてズームレバー１０５の操作方向がテレ方向（ズー
ムイン）かワイド方向（ズームアウト）かを判断し、テレ方向の場合にはステップＳ７０
３に進んでズーム位置がテレ端であるかどうか判定し、ワイド方向の場合にはステップＳ
７０４に進んでズーム位置がワイド端であるかどうかを判定する。
【００８２】
　ズーム位置がテレ端またはワイド端の場合はステップＳ７０１に戻り、テレ端またはワ
イド端でなければ、ステップＳ７０５に進んで、ズーム駆動を開始するかどうかの判定を
行う。
【００８３】
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　図８は、ステップＳ７０５で行われるズーム駆動判定処理の詳細を示すフローチャート
である。
【００８４】
　まずステップＳ８０１において、ズーム駆動フラグをＯＦＦに初期化し、次にステップ
Ｓ８０２において、ズームレバー１０５の操作開始からの操作量が予め決められた基準操
作量Ｖ１を超えたかどうかを判断し、超えた場合にはズーム駆動を開始するものとして、
ステップＳ８０３でズーム駆動フラグをＯＮにする。なお、撮影モードにおけるズーム動
作では、シャッタチャンスを逃さないようにするためにユーザ操作に対して素早い反応が
要求され、ユーザ操作に敏感に反応する必要があるため、基準操作量Ｖ１を微小値に設定
しておくことが好ましい。一方、ズームレバー１０５の操作開始からの操作量が基準操作
量Ｖ１を超える前に（ステップＳ８０２でＮＯ）ズームレバー１０５の操作が停止された
場合（ステップＳ８０４でＹＥＳ）には、ズームを駆動しないものとして、ステップＳ８
０１で設定したズーム駆動フラグの状態のままにする（即ち、ＯＦＦ）。
【００８５】
　上述したステップＳ７０５におけるズーム駆動判定処理の結果、駆動開始条件を満たし
た場合、即ち、ズーム駆動フラグがＯＮの場合には（ステップＳ７０６でＹＥＳ）、ステ
ップＳ７０７でズームレバー１０５の操作方向を判断し、テレ方向の場合にはステップＳ
７０８に進んでテレ方向にズーム位置を移動し、ワイド方向の場合にはステップＳ７０９
に進んでワイド方向にズーム位置を移動する。なお、ステップＳ７０８またはＳ７０９で
は、ズーム駆動フラグがＯＮになった時から（即ち、基準操作量Ｖ１に達した時から）の
操作に応じてズーム位置を移動する。
【００８６】
　ステップＳ７０６で、駆動開始条件を満たしていない場合、即ち、ズーム駆動フラグが
ＯＦＦの場合には、ズーム駆動を行わずにステップＳ７０１に戻る。
【００８７】
　ズーム駆動中にズームレバー１０５の操作停止を検出した場合（ステップＳ７１０でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ７１２でズーム駆動を停止させる。ズームレバー１０５の操作が
停止せずに（ステップＳ７１０でＮＯ）、ズーム位置がテレ端またはワイド端に達した場
合（ステップＳ７１１でＹＥＳ）にもステップＳ７１２に進んでズーム駆動を停止させる
。
【００８８】
　図９は本第２の実施形態の再生モードにおける拡大再生処理の全体動作を示すフローチ
ャートである。
【００８９】
　まず、ステップＳ９０１において、システム制御部５０はＡ／Ｄ変換部１０６からの電
圧値に基づいて、ズームレバー１０５の操作開始を検出する。ズームレバー１０５の操作
開始を検出すると、ステップＳ９０２においてズームレバー１０５の操作方向がテレ方向
かワイド方向かを判断し、テレ方向の場合にはステップＳ９０３に、ワイド方向の場合に
はステップＳ９０４に進んでマルチ画像再生中であるかどうかを判定する。
【００９０】
　まず、操作方向がテレ方向の場合に行われる動作について説明する。
【００９１】
　ステップＳ９０３でマルチ画像再生中ではない、つまり、単一画像表示中であると判断
されるとステップＳ９０５に進み、表示されている画像の倍率が最大であるかを判断する
。最大倍率であれば、これ以上の拡大表示はできないので、ステップＳ９０１に戻る。一
方、最大ではない場合、ステップＳ９０８において、拡大再生判定処理を行う。
【００９２】
　ここで、図１０を参照して、ステップＳ９０８で行われる本第２の実施形態における拡
大再生判定処理について説明する。
【００９３】
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　まず、ステップＳ１００１において、拡大再生フラグをＯＦＦに初期化し、ステップＳ
１００２でズームレバー１０５の操作開始からの時間を計測する監視タイマをスタートす
る。次にステップＳ１００３において、ズームレバー１０５の操作量が予め決められた基
準操作量Ｖ２を超えたかどうか判断し、超えた場合（ステップＳ１００３でＹＥＳ）に、
拡大再生を行うものとして拡大再生フラグをＯＮに設定し（ステップＳ１００５）、ステ
ップＳ１００６で監視タイマを止めてから処理を終了する。
【００９４】
　なお、再生モードにおいて拡大判定処理に用いる基準操作量Ｖ２は、撮影モードにおい
てズーム駆動判定処理に用いる基準操作量Ｖ１よりも大きく設定する。このように設定す
る理由は、上記第１の実施形態において基準回転角度Ｒ１よりも基準回転角度Ｒ２を大き
くするのと同じである。
【００９５】
　一方、ズームレバー１０５の操作量がＶ２以下の場合には（ステップＳ１００３でＮＯ
）、ステップＳ１００４においてズームレバー１０５の操作が停止されたかどうかを判断
し、停止していない場合にはステップＳ１００７で監視タイマが予め決められたタイムア
ウト時間Ｔ１を超えていないかどうかを判断し、Ｔ１内であればステップＳ１００３に戻
って操作量の判定を繰り返す。一方、ズームレバー１０５の操作開始からタイムアウト時
間Ｔ１内に操作量が基準操作量Ｖ２を超えず（ステップＳ１００３でＮＯ）、更にズーム
レバー１０５の回転が停止された場合には（ステップＳ１００４でＹＥＳ）、ステップＳ
１００６で監視タイマを停止した後、拡大再生判定処理を終了する。これにより、ステッ
プＳ１００１で設定された拡大再生フラグがＯＦＦのままとなる。
【００９６】
　また、ズームレバー１０５の操作が継続され（ステップＳ１００４でＮＯ）、監視タイ
マがタイムアウト時間Ｔ１を超えた場合には（ステップＳ１００７でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１００８で拡大再生を行うものとして拡大再生フラグをＯＮに設定し、ステップＳ１０
０６で監視タイマを停止した後、拡大再生判定処理を終了する。
【００９７】
　上述したステップＳ９０８における拡大再生判定処理の結果、駆動開始条件を満たして
いない場合（ステップＳ９１２でＮＯ）、即ち、拡大再生フラグがＯＦＦの場合には、拡
大表示を行わずにステップＳ９０１に戻る。
【００９８】
　一方、駆動開始条件を満たした場合、即ち、拡大再生フラグがＯＮの場合には（ステッ
プＳ９１２でＹＥＳ）、ステップＳ９１６で再生画像のJPEG伸長処理を行い、拡大表示を
行い、ステップＳ９０１に戻る。なお、ステップＳ９１６では、ズーム駆動フラグがＯＮ
になった時から（即ち、基準操作量Ｖ２またはタイムアウト時間Ｔ１に達した時から）の
操作に応じて拡大倍率を決める。
【００９９】
　また、ステップＳ９０３において、マルチ画像再生中であると判断されると、ステップ
Ｓ９０７において、マルチ画像再生判定処理を行う。
【０１００】
　ここで、図１１を参照して、ステップＳ９０７で行われる本第２の実施形態におけるマ
ルチ画像再生判定処理について説明する。
【０１０１】
　まず、ステップＳ１１０１において、マルチ画像再生フラグをＯＦＦに初期化し、ステ
ップＳ１１０２でズームレバー１０５の操作開始からの時間を計測する監視タイマをスタ
ートする。次にステップＳ１１０３において、ズームレバー１０５の操作量が予め決めら
れた基準操作量Ｖ３を超えたかどうか判断し、超えた場合（ステップＳ１１０３でＹＥＳ
）に、拡大再生を行うものとしてマルチ画像再生フラグをＯＮに設定し（ステップＳ１１
０５）、ステップＳ１１０６で監視タイマを止めてから処理を終了する。
【０１０２】
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　一方、ズームレバー１０５の操作量がＶ３以下の場合には（ステップＳ１１０３でＮＯ
）、ステップＳ１１０４においてズームレバー１０５の操作が停止されたかどうかを判断
し、停止していない場合にはステップＳ１１０７で監視タイマが予め決められたタイムア
ウト時間Ｔ２を超えていないかどうかを判断し、Ｔ２内であればステップＳ１１０３に戻
って操作量の判定を繰り返す。一方、ズームレバー１０５の操作開始からタイムアウト時
間Ｔ２内に操作量が基準操作量Ｖ３を超えず（ステップＳ１１０３でＮＯ）、更にズーム
レバー１０５の回転が停止された場合には（ステップＳ１１０４でＹＥＳ）、ステップＳ
１１０６で監視タイマを停止した後、マルチ画像再生判定処理を終了する。これにより、
ステップＳ１１０１で設定されたマルチ画像再生フラグがＯＦＦのままとなる。
【０１０３】
　また、ズームレバー１０５の操作が継続され（ステップＳ１１０４でＮＯ）、監視タイ
マがタイムアウト時間Ｔ２を超えた場合には（ステップＳ１１０７でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１１０８で拡大再生を行うものとしてマルチ画像再生フラグをＯＮに設定し、ステップ
Ｓ１１０６で監視タイマを停止した後、マルチ画像再生判定処理を終了する。
【０１０４】
　上述したステップＳ９０７におけるマルチ画像再生判定処理の結果、駆動開始条件を満
たしていない場合（ステップＳ９１１でＮＯ）、即ち、マルチ画像再生再生フラグがＯＦ
Ｆの場合には、単一画像表示を行わずにステップＳ９０１に戻る。
【０１０５】
　一方、駆動開始条件を満たした場合、即ち、マルチ画像再生フラグがＯＮの場合には（
ステップＳ９１１でＹＥＳ）、ステップＳ９１５でマルチ画像再生中の表示されている複
数画像の内、選択中の画像を等倍で表示し、ステップＳ９０１に戻る。
【０１０６】
　次に、ステップＳ９０２の判断の結果、操作方向がワイド方向の場合に行われる動作に
ついて説明する。
【０１０７】
　ステップＳ９０４でマルチ画像再生中であると判断されると、そのままステップＳ９０
１に戻る。一方、マルチ画像再生中ではない、つまり、単一画像表示中であると判断され
るとステップＳ９０５に進み、表示されている画像の倍率が等倍であるかを判断する。等
倍でない場合はステップＳ９０９に進んで、図１０を参照して上述した拡大再生判定処理
を行い、等倍の場合にはステップＳ９１０に進んで、図１１を参照して上述したマルチ画
像再生判定処理を行う。
【０１０８】
　ステップＳ９０９における拡大再生判定処理の結果、駆動開始条件を満たしていない場
合（ステップＳ９１３でＮＯ）、即ち、拡大再生フラグがＯＦＦの場合には、縮小表示を
行わずにステップＳ９０１に戻る。
【０１０９】
　一方、駆動開始条件を満たした場合、即ち、拡大再生フラグがＯＮの場合には（ステッ
プＳ９１３でＹＥＳ）、ステップＳ９１７で再生画像の縮小表示を行い、ステップＳ９０
１に戻る。なお、ステップＳ９１７では、ズーム駆動フラグがＯＮになった時から（即ち
、基準操作量Ｖ２またはタイムアウト時間Ｔ１に達した時から）の操作に応じて倍率を決
める。
【０１１０】
　また、ステップＳ９１０におけるマルチ画像再生判定処理の結果、駆動開始条件を満た
していない場合（ステップＳ９１４でＮＯ）、即ち、マルチ画像再生再生フラグがＯＦＦ
の場合には、マルチ画像再生を行わずにステップＳ９０１に戻る。
【０１１１】
　一方、駆動開始条件を満たした場合、即ち、マルチ画像再生フラグがＯＮの場合には（
ステップＳ９１４でＹＥＳ）、ステップＳ９１５に進んでマルチ画像再生を行い、ステッ
プＳ９０１に戻る。
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【０１１２】
　上記の通り本第２の実施形態によれば、撮影モードにおいては、ズームレバー１０５の
基準操作量Ｖ１を微小な値とすることにより、ズームレバー１０５の操作に対して、即座
にズームの駆動を開始することができる。同時に、再生モードにおいては、ズームレバー
１０５を一定操作量（Ｖ２、Ｖ２＞Ｖ１）以上操作した場合、及び、操作量は少なくても
、所定時間（Ｔ１）以上操作を継続した場合に、拡大再生を行うと判定することで、誤っ
てズームレバーに触れた場合に、ユーザが意図しない拡大再生を行ってしまう可能性を軽
減することが可能となる。
【０１１３】
　さらには、ズームレバー１０５を一定操作量（Ｖ３、Ｖ３＞Ｖ２）以上操作した場合、
及び、操作量は少なくても、所定時間（Ｔ２、Ｔ２＞Ｔ１）以上操作を継続した場合に、
マルチ画像再生表示と単一画像表示間の切り換えを許可すると判定することで、意図しな
いマルチ画像再生と単一画像表示間の切り替えが行われる可能性を低減することができる
。
【０１１４】
　なお、上記第２の実施形態においては、撮影モードでの判定ロジック（図７）と、再生
モードでの拡大再生判定ロジック（図１０）、マルチ画像再生判定ロジック（図１１）が
別のものとして説明を行ったが、同一の判定ロジックを使用し、、基準操作量、監視タイ
マ値として各モード毎にそれぞれ別の値を使用することも有効である。
【０１１５】
　また、本第２の実施形態においては、再生モードでの拡大再生判定ロジック（図１０）
とマルチ画像再生判定ロジック（図１１）が同一で、基準操作量・監視タイマ値をそれぞ
れ別の値を使用して説明を行ったが、判定ロジックが異なっていても構わない。
【０１１６】
　また、上記第２の実施形態においては、撮影モードでもズームレバーの操作量に応じた
ズーム駆動の有無の制御を行ったが、撮影モードにおいては当該動作を行わないようにし
ても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の第１の実施形態における画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の撮影モードにおけるズーム処理の全体動作を示すフロ
ーチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるズーム駆動判定処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の第１の実施形態の再生モードにおける拡大再生処理の全体動作を示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態における拡大再生判定処理の詳細を示すフローチャート
である。
【図６】本発明の第２の実施形態における画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態の撮影モードにおけるズーム処理の全体動作を示すフロ
ーチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態におけるズーム駆動判定処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図９】本発明の第２の実施形態の再生モードにおける拡大再生処理の全体動作を示すフ
ローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態における拡大再生判定処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第２の実施形態におけるマルチ画像再生判定処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
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【０１１８】
１０：撮影レンズ、１２：シャッター、１４：撮像素子、１６：Ａ／Ｄ変換器、１８：タ
イミング発生回路、２０：画像処理部、２２：メモリ制御部、２４：画像表示メモリ、２
６：Ｄ／Ａ変換器、２８：画像表示部、３０：メモリ、３２：圧縮伸長部、４０：露光制
御部、４２：測距制御部、４４：ズーム制御部、４６：リング回転センサ、４８：フラッ
シュ、５０：システム制御部、５２：メモリ、５４：通知部、５６：不揮発性メモリ、６
０：モードダイアルスイッチ、６２：シャッタースイッチＳＷ１、６４：シャッタースイ
ッチＳＷ２、６６：拡大表示スイッチ、６８：マルチ再生スイッチ、７０：操作部、８０
：電源制御部、８２、８４：コネクタ、８６：電源、９０、９４：インタフェース、９２
、９６：コネクタ、９８：記録媒体検知部、１００：画像処理装置、１０２：ズームリン
グ、１０４：光学ファインダ、１０５：ズームレバー、１０６：Ａ／Ｄ変換器、１１０：
通信部、１１２：コネクタ（またはアンテナ）、２００、２１０：記録媒体、２０２、２
１２：記録部、２０４、２１４：インタフェース、２０６、２１６：コネクタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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